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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経糸間間隔(繊維の中心間距離)が２～１００ｍｍで配列された経糸シート群と、緯糸間
間隔(繊維の中心間距離)が２～１００ｍｍで配列された緯糸シート群を２層以上積層させ
、接着剤により接着一体化された２軸のメッシュ状の不織基布であって、経糸、緯糸の両
方またはどちらか一方が無撚り、かつ扁平状態に収束された扁平度２０～７００を有する
マルチフィラメントからなる、コンクリートまたはモルタルの補強および補修用の不織基
布。
【請求項２】
　無撚り、かつ扁平状態に収束された扁平度２０～７００を有するマルチフィラメントが
、無撚り、かつ扁平なマルチフィラメントが２層以上積層されて１本のマルチフィラメン
トとされた積層マルチフィラメントである請求項１に記載の不織基布。
【請求項３】
　扁平度２０～７００の無撚り、かつ扁平状態に収束されたマルチフィラメントまたは積
層マルチフィラメントが、無撚り、かつ扁平状態に収束されたマルチフィラメントまたは
積層マルチフィラメントに更に開繊処理を加えることによって得られたことを特徴とする
請求項１に記載の不織基布。
【請求項４】
　少なくとも経糸が無撚り且つ扁平のマルチフィラメントであり、経糸が炭素繊維、アラ
ミド繊維、ガラス繊維、ビニロン繊維および高強力ポリエチレンからなる群から選ばれる



(2) JP 4262461 B2 2009.5.13

10

20

30

40

50

１種または複数種からなるマルチフィラメントである請求項１～３のいずれかに記載の不
織基布。
【請求項５】
　少なくとも経糸が無撚り且つ扁平のマルチフィラメントであり、経糸がポリエステル繊
維またはナイロン繊維のいずれかの単一種マルチフィラメント、またはこのいずれかの繊
維と炭素繊維、アラミド繊維、ガラス繊維、ビニロン繊維および高強力ポリエチレンから
なる群から選ばれる繊維の１種または複数種との複合マルチフィラメントである請求項１
～３のいずれかに記載の不織基布。
【請求項６】
　無撚り且つ扁平のマルチフィラメントである経糸がフィラメント数３０００～３０００
０本からなるか、または繊度が１０００～３００００デニールのマルチフィラメントであ
る請求項１～５のいずれかに記載の不織基布。
【請求項７】
　緯糸がフィラメント数が５００～３０００本であるか、または繊度が３０～１０００デ
ニールのガラス繊維、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、炭素繊維、アラ
ミド繊維および高強力ポリエチレンから選ばれるマルチフィラメントの単一または複数種
である請求項４～５のいずれかに記載の不織基布。
【請求項８】
　緯糸がフィラメント数が１０００～３００００本、または繊度が１００～３００００デ
ニールのガラス繊維、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、炭素繊維、アラ
ミド繊維および高強力ポリエチレンから選ばれるマルチフィラメントの単一または複数種
である請求項４～５のいずれかに記載の不織基布。
【請求項９】
　請求項１～４のいずれかに記載の不織基布をコンクリートまたはモルタルの片側または
両面の表面の０.５～２ｍｍの深さに埋設することによって補強された成形体。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれかに記載の不織基布をコンクリートまたはモルタル表面に沿わし
、硬化樹脂で固定するコンクリートまたはモルタルの補強方法。
【請求項１１】
　請求項１～８のいずれかに記載の不織基布によるコンクリートまたはモルタル構造物の
補強および補修方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、補強用の不織基布に関する。特にプラスチックフィルムやシート、またはコン
クリート、モルタルや合成樹脂の補強用不織基布に関する。
【０００２】
【従来の技術】
補強基布は補強と軽量化を目的として、樹脂と複合化され、ＦＲＰとして使用されたり、
コンクリートまたはモルタル内に複合化されたり、コンクリートまたはモルタル表面に張
り付けられて各部材の補強を担う。従来の補強用の基布として、一般的には織物が用いら
れてきた。
織物は経糸と緯糸が上下に交叉することによって平面を形成するものである。織物はその
製造時に、経糸を選択的に上下に開き、その間に緯糸を挿入しているため、密度によらず
、経糸は緯糸の厚さの分だけ上下に屈曲している（図１および図２）。そのため基本構成
面に対して平行な応力を角度を持った経糸で支えることになる。
【０００３】
このため、織物を補強基布として使用する場合、以下のような問題がある。
織物の場合、緯糸に撚りがある場合、製造時の張力によって糸の円形断面の径が小さくな
り、経糸の屈曲半径が小さくなり、織物交点で応力集中が発生し、補強効果が低下するこ
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とが知られている（図２）。
更に、織物の場合、経糸に撚りがある場合、製造時の張力によって糸の円形断面の径が小
さくなり、経糸と緯糸の接触面積が小さくなり、織物交点での応力集中は顕著になり、補
強効果が低下する。
また、織物を構成する糸がガラス繊維や炭素繊維の場合、撚りにより繊維素が切断され、
補強効果が低下する。
【０００４】
経糸または緯糸のいずれか一方または両方が撚りなどにより、収束して小さな円形断面に
なると、マルチフィラメントとしての表面積が低下し、被補強基材との密着性が低下し、
補強効果が低下する。
普通の織物では経緯の糸と糸の間隔を１０ｍｍ以上あけた状態で間隔を固定することは、
マルチフィラメントでは困難であり、経糸間隔、緯糸間隔は狭くならざるを得ず、メッシ
ュ間隔は狭くなっていた。このため、流し込みによるセメント構造物の補強などでは、セ
メントが織物の開口部を通していきわたらずに、ボイドが発生していた。
【０００５】
織物において表面の毛羽の抑制とある程度の硬さを付与させるため、樹脂を含浸させるこ
とがあるが、織物では必ず、製織工程と樹脂含浸工程が分かれており、樹脂含浸し乾燥さ
せるまでに補強繊維マルチフィラメントの表面が傷つけられ、補強効果が低下する。
マルチフィラメントのばらけを防止する目的で織物で経糸または緯糸に低融点の糸を巻き
付け、織物の製造中にヒータで交点を接着するもの（特許文献１）が提案されている。こ
の場合、低融点の糸を巻き付けられた経糸または緯糸は、このことにより、収束され円形
断面となり、補強効果が低下する。
【０００６】
これらの対策として経糸および緯糸が扁平で実質的に撚りがない補強繊維マルチフィラメ
ント糸からなる織物（特許文献２）が提案されているが、織物であるかぎり製造方法に関
連する経糸の屈曲は解消されない（図３）。また、糸が扁平であることから円形に伴う屈
曲というものは減少するが、緯糸のエッジ部で経糸が急激に曲げられ、この部分に応力が
集中することになり、やはり補強効果が低下する（図３）。この場合、交点の接着に低融
点の糸を補強繊維マルチフィラメントの片面のみに配置させるので、もう一方の面はマル
チフィラメントの繊維素が露出しており、使用上の次工程までに毛羽立ちが生じたり、繊
維素に傷が入りやすく、切断などが発生し、補強効果が低下する。更にこの特許の実施例
において、経糸の上面へ低融点ナイロンを供給しており、この低融点ナイロンの分だけ、
交点での厚みが増加し、それによりかえって緯糸の屈曲が顕著になり、補強効果の低下が
ある。
【０００７】
織物では補強繊維マルチフィラメント自体は屈曲しやすいので、織物自体も、柔軟すぎ、
平面やある程度の凹凸面へ沿わせる場合、作業性に欠ける。
【０００８】
応力が集中する屈曲を実質的に有しない補強繊維を互いに平行かつシート状に引き揃えて
なる２組の糸条群を交叉させた状態で補助糸によって保持し、補強繊維マルチフィラメン
トに固め剤が付与された織物が提案されている（特許文献３）が、この補助糸により交点
が変形し応力集中が発生すること、および経糸もしくは緯糸が収束され、全体の表面積が
低下することにより、補強効果が低下する。
【０００９】
また甘撚りの補強繊維マルチフィラメントを経糸として、接着剤または低融点糸を巻き付
けた甘撚りまたは無撚りの糸を緯糸とし、糸を一定間隔で配列した緯糸シートの上下に経
糸シートを重ね、その交点において両者を接着して得られる補強用不織基布（特許文献４
）が提案され、経糸の屈曲をなくしているが、経糸に甘撚りを使用しており、断面形状が
円形になり、交点での接着面積が低下し、メッシュ構造が崩れやすい。またこの欠点をカ
バーするため接着樹脂を多く付けると、基布の重量が増え軽量化とは反対の方向であり、
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また基布自体が硬くなりすぎるという問題を含んでいた（図５および図６）。
また補強用不織基布（特許文献５）には、多数本配列した高い強度、剛性、弾性率を有す
るマルチフィラメントの無撚糸または甘撚りからなる経糸の片面に、接着剤を含む甘撚り
糸又は無撚り糸からなる緯糸を重ねて接着させてなる、熱硬化性樹脂複合成形体に好適な
補強用基布が提案されている。しかし、一般的に単にマルチフィラメントが無撚りだけで
は、その収束剤の凝集力と製造工程の張力より扁平な状態を得ることはできず、シートの
厚さや交点の接着、相手材料との接着面積などの点で問題を生じていた。
【００１０】
上記特許文献４に開示された基布において、経糸シートと緯糸シートを積層したのちに、
全体に接着剤を塗布したものにより、毛羽立ちを押さえることができでるが、樹脂の収束
作用により、経糸の円形断面がより小さくなり、交点接着力の低下、または交点が接着し
ないという欠点が存在する。
【００１１】
上記特許文献２に開示されているメッシュ織物に関して、経糸、緯糸の各間隔を一定にし
、基布の縦方向または横方向の一方、もしくは両方の補強効果を上げたい場合、扁平で無
撚りの糸を２層以上重ねたメッシュ織物が提案されている（図４）。しかし、このように
することにより、２層以上積層された糸は実質的に厚みが増え、経糸の屈曲を増やすこと
になり、補強効果が低下する。
【００１２】
フィルムシートの補強として、補強基布を片面、またはフィルムで挟み込む場合、織物で
は引張応力に対して、織物特有の構成糸の屈曲のため、たとえ扁平な糸を使用しても補強
効果が低い。また上記特許文献４記載の補強基布では撚りにより、厚みが増大し、フィル
ム自体の厚みが増大するか、もしくは、厚さを一定にするとフィルム側の厚みが減少し、
強度面や表面の平面性が失われる。
【００１３】
またコンクリートまたはモルタル成形体の補強のためには、補強基布を埋設する場合、コ
ンクリートまたはモルタルの表面からできる限り浅い位置に一定の深さで基布を複合させ
る必要がある。しかし従来の補強基布では基布自体の厚さが厚いため、かなり深い位置に
埋設せざるを得なくなっていた。
コンクリートまたはモルタル面の補強として、補強基布をエポキシなどの樹脂でコンクリ
ートまたはモルタル表面へ貼り合わせる場合、織物では構成糸の屈曲性から、たとえ扁平
な糸を使用しても補強効果が低い。また上記特許文献４に開示の補強基布では撚りにより
、厚さが増大するため、貼り合わせにあたり使用する樹脂で表面を均一平坦にするのに、
多くの樹脂を必要とする。
【００１４】
【特許文献１】
特開２００１-２０１４７号公報
【特許文献２】
特開平７－２４３１５０号公報
【特許文献３】
実開平０４－７６３１号公報
【特許文献４】
特開昭５８－１０４２５５号公報
【特許文献５】
特開昭５９－８３６１９号公報
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
上記の従来技術の問題点に着目し、基布を構成する補強繊維マルチフィラメントの強度を
十分に生かすことができる構造であり、軽量であり、取り扱いが容易な硬さを備え、基布
の表面がダメージの少ない、メッシュ交点が作業時にはずれることのないメッシュ状の不
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織基布およびその不織基布を使用した補強方法を提案することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明では、上記の課題を解決するために、基布を構成する糸について、経糸または緯糸
のどちらか一方、または両方に、扁平で無撚りのマルチフィラメントを用いる。すなわち
、
本発明は、一定間隔で配列された経糸シート群と、一定間隔で配列された緯糸シート群を
２層以上積層させ、接着剤により接着一体化された２軸の不織基布であって、経糸、緯糸
の両方またはどちらか一方が無撚り、かつ扁平状態に収束されたマルチフィラメント、ま
たは無撚り、かつ扁平状態に収束されたマルチフィラメントが２層以上積層されて１本の
マルチフィラメントとされた積層マルチフィラメントからなる不織基布に関する。
【００１７】
詳しくは、本発明は上記マルチフィラメントおよび積層マルチフィラメントが扁平度（マ
ルチフィラメントの厚さに対する幅の割合）が２以上である上記不織基布に関する。
本発明は、特に、無撚り、かつ扁平状態に収束されたマルチフィラメントまたは積層マル
チフィラメントが扁平度２０～７００を有する上記の不織基布に関する。
更に詳しくは、本発明は、扁平度２０～７００の無撚り、かつ扁平状態に収束されたマル
チフィラメントまたは積層マルチフィラメントが、無撚り、かつ扁平状態に収束されたマ
ルチフィラメントまたは積層マルチフィラメントに更に開繊処理を加えることによって得
られたことを特徴とする上記の不織基布に関する。
【００１８】
また、本発明は、上記の不織基布を水硬性材料の片側または両面の表面の０.５～２ｍｍ
の深さに埋設することによって補強された成形体に関する。
更にまた、本発明は、上記の不織基布をフィルムまたはシートの片面もしくはフィルムま
たはシート間に挟み込むことにより補強されたフィルムまたはシートに関する。
加えて、本発明は、上記の不織基布をコンクリートまたはモルタル表面に沿わし、硬化樹
脂で固定するコンクリートまたはモルタルの補強方法に関する。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明の不織基布は、経糸が一定間隔で面状に配列されてなる経糸シート群と、緯糸が一
定間隔で面状に配列されてなる緯糸シート群とが交互に２層以上積層され、ネット状に接
着一体化されていること、およびその構成繊維として、経糸および緯糸の少なくとも一方
に、無撚りで且つ扁平な形態のマルチフィラメントが用いられていることを特徴とする。
本発明で用いる上記の無撚りで且つ扁平な形態のマルチフィラメントは、このような無撚
りで且つ扁平な形態のマルチフィラメントが更に２層以上積層された積層マルチフィラメ
ントとして用いることもできる。
【００２０】
本発明で用いるマルチフィラメントは、単層のものであれ、積層のものであれ、その厚さ
に対する幅の比率で定義される扁平度が２以上であることが好ましく、１０以上がより好
ましい。特に好ましい扁平度は２０～７００である。
扁平度が２０～７００であるマルチフィラメントは、無撚り且つ扁平な形態のマルチフィ
ラメントまたは積層マルチフィラメントを更に開繊処理することによって得ることができ
る。
【００２１】
開繊処理とは、複数のフィラメントの集合体である繊維束を繊維幅方向に解き分けること
を言い、開繊処理を加えることによって繊維束の幅をより広くすることができる。本発明
では、マルチフィラメントまたは積層マルチフィラメントは開繊処理によって元のマルチ
フィラメントに対して幅が２～５倍、好ましくは２～４倍に広げられたものを用いること
ができる。例えば、直径７μｍの炭素繊維が１２０００本収束された幅約６ｍｍの炭素繊
維マルチフィラメントを開繊処理することによって幅１８ｍｍの扁平なマルチフィラメン
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トとすることができる。
【００２２】
面状の経糸シート群と緯糸シート群からなり、その少なくとも一方が扁平なマルチフィラ
メントで構成されているため、本発明の不織基布は、織布や編地と異なり厚さを小さくす
ることができるという長所がある。加えて、扁平なマルチフィラメントを使用しているた
め従来の不織基布よりも少ない接着剤でネット構造の格子を維持することができる。その
ため格子間隔の十分に広い基布を保持することができ、マルチフィラメントの表面積が広
いこととともに、被補強材料マトリックスへの高い接着強度をもたらすことができる。ま
た少ない接着剤の使用は基布の剛直化を防ぐため従来の不織基布よりも柔軟性に優れ、巻
き取りが可能で、使用時の取り扱い性にも優れることとなる。
【００２３】
本発明の不織基布は、その少なくとも一方が無撚りで、且つ扁平なマルチフィラメントで
構成されているが、経糸と緯糸の両方が無撚りで、且つ扁平なマルチフィラメントである
ことがより好ましい。
【００２４】
本発明の不織基布では、経糸間、緯糸間の各間隔、すなわち糸の中心間距離は好ましくは
それぞれ２～１００ｍｍである。より好ましくはそれぞれ５～５０ｍｍである。経糸間の
間隔と緯糸間の間隔は同じであっても異なってもよい。このように適度のネットの開きは
不織基布の両側のマトリックス基材の連通を可能にし、また両側のフィルムまたはシート
の接触を可能にして補強をより確実強固なものにすることができる。
【００２５】
本発明において、緯糸シート群の上下に経糸シート群が積層されている３層以上の構成で
は、経糸の位置が上下で同一であるもの（図７）と、経糸の位置が上下でずれているもの
、例えば１／２ピッチずれているもの（図８）の２種の態様が可能である。
【００２６】
糸の構成は一般の織物の場合と同様に考えることができ、経糸と緯糸が同一の素材、同一
の太さの場合やそれぞれが異なる組み合わせを用いることもできる。また経糸内や緯糸内
で異種の素材を混在させることや、または異種の番手を混在させることも可能である。
【００２７】
経糸が無撚り且つ扁平のマルチフィラメントである場合、経糸を構成する繊維は好ましく
は炭素繊維、アラミド繊維、ガラス繊維、ビニロン繊維および高強力ポリエチレンからな
る群から選ばれる。これらのマルチフィラメントは単独で経糸を構成してもよいし、また
は複数種から構成されてもよい。
【００２８】
また、経糸が無撚り且つ扁平のマルチフィラメントである場合、経糸を構成する繊維は、
好ましくはポリエステル繊維またはナイロン繊維のいずれかの単一種マルチフィラメント
、またはこのいずれかと炭素繊維、アラミド繊維、ガラス繊維、ビニロン繊維および高強
力ポリエチレンからなる群から選ばれる１種または複数種との複合マルチフィラメントで
あってもよい。
【００２９】
経糸を構成する無撚り且つ扁平のマルチフィラメントは、好ましくはフィラメント数が３
０００～３００００本からなる。より好ましくはフィラメント数が３０００～２４０００
本からなる。あるいはマルチフィラメントの繊度が１０００～３００００デニールのもの
が好ましい。繊度はより好ましくは１０００～１５０００デニールである。
【００３０】
経糸が上記いずれかに記載の無撚り且つ扁平のマルチフィラメントである場合、本発明の
不織基布を構成する緯糸は無撚り且つ扁平のマルチフィラメントであってもそうでなくて
もよく、そのフィラメント数は好ましくは５００～３０００本、より好ましくは５００～
２０００本であり、または繊度が好ましくは３０～１０００デニール、より好ましくは１
００～６００デニールであるガラス繊維、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊
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維、炭素繊維、アラミド繊維および高強力ポリエチレンから選ばれるマルチフィラメント
の単一または複数種からなる。
あるいは、上記において、本発明の不織基布を構成する緯糸はフィラメント数が好ましく
は１０００～３００００本、より好ましくは１０００～２４０００本であり、または繊度
が好ましくは１００～３００００デニール、より好ましくは３００～２４０００デニール
のガラス繊維、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、炭素繊維、アラミド繊
維および高強力ポリエチレンから選ばれるマルチフィラメントの単一または複数種からな
る。
上記説明において、無撚り且つ扁平のマルチフィラメントでない繊維とは、例えば、撚り
の入ったマルチフィラメント、無撚りであっても扁平でないマルチフィラメント、無撚り
のマルチフィラメントであってもその上からカバーリングされて収束されているもの等を
意味する。
【００３１】
上記の基布構成に用いる接着剤は、基布の形態を安定して保持できるものであり、また被
補強材との密着性に優れたものを用いることにより、補強効果が向上する。
熱可塑性接着剤、熱硬化性接着剤のいずれも使用することができ、具体的にはアクリル酸
エステル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリメチルメタク
リレート樹脂等を挙げることができる。
【００３２】
上記の基布構造と扁平で無撚りの糸を用いることにより、メッシュを固定する樹脂の付着
量を減少してもメッシュ構造を安定でき、これらのため、織物全体として扱う上で非常に
好適な柔軟性（硬さ）を持った基布とすることができる。付着量はアクリル酸エステルの
エマルジョンを接着剤に用いた場合、経糸および緯糸に炭素繊維（１２Ｋ）の撚り糸を使
用した場合には３０％だったものが、扁平で無撚り糸にすることで１５％に減少でき、メ
ッシュの交点強度は同等だった。
【００３３】
このような不織基布の糸に扁平で無撚りの糸を用いることで、経糸の位置が緯糸を挟んで
交互の場合は、経糸と緯糸の交点の接着強度が撚りのある糸を用いた場合よりも高くなり
、メッシュの形態が安定する。また経糸の位置が緯糸を挟んで同一の場合は、緯糸との接
着強度が高くなると共に、上下の経糸同士も接着面積が、撚りのある糸の場合よりも広く
なり、経糸がはずれにくい安定したメッシュ構造となる。更に、緯糸を挟んで上下の経糸
が同じ場合の組織では、織物で経糸に関して２本の糸を重ね合わせる場合よりも、高い補
強効果が得られる。それは織物では経糸の太さが増えるに従って、屈曲が目立ち、交点で
の応力集中が顕著に現れるためである。
【００３４】
このような不織基布を構成する糸に扁平で無撚りの糸を用いることで、被補強物のマトリ
ックスとの接着面積が広くなることで被補強物のマトリックスとの接着強度が向上し、補
強効果が上がる。
このように無撚りで扁平な糸による不織基布は、従来の撚りのある糸による不織基布より
も平面性を保持しつつも、柔軟であり、コンクリートまたはモルタル表面へ沿わせ、張り
付ける際の平面追従性に優れる。
【００３５】
またコンクリートまたはモルタル表面へ沿わせ、例えばエポキシ樹脂などの硬化樹脂にて
一体化させ、コンクリート建造物の補強を行う場合、基布の構造と糸の無撚りかつ扁平と
いう組み合わせにより、コンクリートまたはモルタル面と平行な応力を、直線的な糸で支
えることになり、また糸の構成繊維もコンクリートまたはモルタル面と直接接触する本数
が、撚り糸より多くなり、従来品よりも高い補強効果が得られる。
【００３６】
さらに、従来の不織基布よりも厚さが薄いため、コンクリートまたはモルタル面へ貼り合
わせる際の硬化樹脂の使用量が少なくて済むという利点も得られる。従来のネットでは不
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織基布が厚いため、全体の厚みが一定である場合、フィルムの厚さを薄くする必要があり
、表面層が剥離したり、痛みやすい構造であった。上記の不織基布をフィルムで挟み、加
熱圧縮することによって一体化させたシート状物は、効果的に補強されており、薄いシー
トとして形成される。
【００３７】
またこの不織基布構造において、炭素繊維などの無撚りのマルチフィラメントをさらに開
繊して使用することにより、更に厚さが薄くなり、交点の接着面積が広がり、構成繊維素
も数多く表面に現れ、被補強マトリックスとも直接接着する数が増え、補強効果は増大す
る。この場合、マルチフィラメントの開繊度は、例えば１２Ｋの炭素繊維の場合最大２０
ｍｍ幅まで開繊される。
【００３８】
【実施例】
以下、実施例により本発明を具体的に且つより詳細に説明する。
実施例 １
経糸として糸幅約６ｍｍ、厚さ約０.１６ｍｍの無撚りの１２Ｋ(フィラメント数１２００
０本)炭素繊維マルチフィラメント（三菱レイヨン社製；商品名「パイロフィル」）で、
扁平度が３７.５である糸を用い、図９に示す装置により、横取りできる経糸クリールス
タンドを用いて、横取りで解舒し、扁平状態を維持し、緯糸の上下に挿入した。
緯糸には糸幅約６ｍｍ、厚さ約０．１６ｍｍの無撚り１２Ｋ(フィラメント数１２０００
本)炭素繊維マルチフィラメント（三菱レイヨン社製；商品名「パイロフィル」）を用い
、図９に示す装置の緯糸としてセットし、こちらは解舒撚りを掛けた状態で供給されるよ
うにした。この状態で緯糸には撚りが最大で約５回／ｍで入ることになる。
【００３９】
基布のメッシュ構成は図８に示すような、緯糸を挟んで上下に経糸が積層され、上下の経
糸では構成繊維が約１／２ピッチずれるように配列された、上下それぞれの経糸のピッチ
が２ｃｍ、緯糸のピッチが２ｃｍとなるように構成された。メッシュを構成した後に、接
着剤としてウレタン樹脂エマルジョン（大日本インキ(株)社製；商品名「ＨＷ-９４０」
）を含浸し、乾燥ロールで加熱乾燥させてメッシュ全体に樹脂を含浸させメッシュ状の不
織基布を作成し、巻き取った。得られた不織基布において、経糸は樹脂の含浸・加熱乾燥
後に巾が約５.５ｍｍの扁平な状態を維持していた。また緯糸は幅が約３ｍｍの楕円形状
であった。この基布は巻き取った状態から、取り出しても交点がはずれることがなく、取
り扱い時に十分な交点接着力を維持していた。また樹脂の付着量は３０％であった。ここ
で付着量については１５％まで減少させてもメッシュ構造の形成・維持に問題がなかった
。
【００４０】
比較例 １
経糸として実施例１と同じ炭素繊維マルチフィラメントを用いたが、解舒は図９の装置に
より、縦取りの経糸クリールスタンドを用いて縦取りで解舒したため、解舒撚りが最大約
５回／ｍ入った。そのため糸の扁平度が低下し、扁平度は１.３となり、張力により、断
面形状はだ円状で、これを緯糸群の上下に挿入した。
緯糸には実施例１と同じ炭素繊維マルチフィラメントを用い、同様に図９の装置の緯糸と
してセットし、解除撚りにより最大で約５回／ｍの撚りが入った。
【００４１】
基布のメッシュ構成は図６および図８に示すような、緯糸を挟んで上下に経糸が積層され
、上下の経糸では構成繊維が約１／２ピッチずれるように配列され、た、上下それぞれの
経糸のピッチが２ｃｍ、緯糸のピッチが２ｃｍとなるように構成された。
メッシュを構成した後に、接着剤としてウレタン樹脂エマルジョン（大日本インキ(株)社
製；商品名「ＨＷ-９４０」）を含浸し、乾燥ロールで加熱乾燥させてメッシュ全体に樹
脂を含浸させメッシュ状の不織基布を作成し、巻き取った。得られた不織基布において、
経糸は樹脂の含浸・加熱乾燥後に収縮し、断面形状は楕円形であった。この状態での経糸
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の幅は約３ｍｍであった。樹脂の付着量はメッシュ構造を形成・維持するために３０％必
要であった。
【００４２】
比較例 ２
経糸および緯糸として無撚りの扁平糸で糸幅約６.５ｍｍ、厚さ約０.１５ｍｍの１２Ｋ炭
素繊維（東レ(株)；商品名「トレカ」）へ、３０ｄのポリエステルフィラメント（帝人社
製；商品名「テトロン」）で２.５回／インチのカバリングしたものを用いた。このとき
の、断面形状は円形に近いものになり、扁平度が１.１で、直径が約２ｍｍであった。こ
の糸を経糸および緯糸として用いて、図９の装置により、経糸は縦取りの経糸クリールス
タンドを用い、図９の装置の緯糸としてセットし供給されるようにした。
基布のメッシュ構成は図６のような、緯糸を挟んで経糸が交互に配列された、上下それぞ
れの経糸のピッチが２ｃｍ、緯糸のピッチが２ｃｍとなるように構成した。
【００４３】
メッシュを構成した後に、接着剤としてウレタン樹脂エマルジョン（大日本インキ(株)社
製；商品名「ＨＷ-９４０」）を含浸し、乾燥ロールで加熱乾燥させてメッシュ全体に樹
脂を含浸させてメッシュ状の不織基布を作成し、巻き取った。経糸は樹脂の含浸・加熱乾
燥後に収縮し、断面形状は、円形状であった。この状態での経糸の巾は約２ｍｍであった
。
樹脂の付着量は４０％であり、これよりも付着量を下げるとメッシュ構造を形成、維持で
きなかった。
【００４４】
上記の実施例１および比較例１、２によって得た不織基布の各種物性を測定し測定結果を
表１に比較して示した。
【表１】

【００４５】
表１において、
交点接着力は、不織基布の経糸の端と、それと接着している緯糸の端をオートグラフの２
点間に保持させ、引張によって生じる負荷を測定した。
格子体積とは、経糸および緯糸それぞれの糸ピッチから糸の太さを差し引いたものとして
得られる開口面積に交点厚さを掛けた計算値を意味する。
【００４６】
これらの数値から、本発明の不織基布は従来のものと比較して、薄く、交点接着力の高い
ものであることがわかる。
また、不織基布をコンクリート面へ沿わせて張り付け、エポキシ樹脂などの硬化性樹脂で
接着する際に、樹脂は表面が均一になるまで塗る必要があり、従来の不織基布では格子体
積が大きく、樹脂を多く必要としたが、本発明の不織基布では従来の３０～５７％の量で
、表面を均一にできることになり、塗布する樹脂の量を節減でき、作業時間も短くなる利
点がある。
【００４７】
実施例 ２
上記の実施例１の不織基布をコンクリート板の曲げ補強材として、片側表面から深さ１～
１.５ｍｍのところに埋設した。不織基布は経糸をコンクリート板の長手方向にセットし
た。
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コンクリートの重量配合比を以下に示す。
普通ポルトランドセメント／標準砂 ＝ １／２
普通ポルトランドセメント／水 ＝ １／０.５
養生条件：７０℃、５時間の蒸気養生
得られたコンクリート板の大きさは
長さ×幅×高さ ＝ ３００×１５０×１５(ｍｍ)
であった。
このサンプルの３点曲げ試験を行った結果、最大曲げ荷重は
不織基布なしコンクリート板：最大曲げ荷重 ＝ 　４００Ｎ
不織基布ありコンクリート板：最大曲げ荷重 ＝ １２００Ｎ
であり、本発明の不織基布で補強することにより、入れない場合の３倍の補強効果を示し
た。
なお３点曲げ試験の条件は次の通りである：
スパン長：２５０ｍｍ
荷重速度：１ｍｍ／分
【００４８】
比較例 ３
実施例１で得た不織基布の代わりに比較例１で得た不織基布を用いた以外は実施例２と同
様にして、不織基布補強コンクリート板を製造した。
得られたコンクリート板について３点曲げ試験を行った結果、最大曲げ荷重は
不織基布なしコンクリート板：最大曲げ荷重 ＝ ４００Ｎ
不織基布ありコンクリート板：最大曲げ荷重 ＝ ５２０Ｎ
であり、不織基布を入れない場合の１.３倍程度であり、大きな補強効果が得られなかっ
た。
下記に実施例２と比較例３のコンクリート板の最大曲げ荷重の値を比較して表２に示す。
【００４９】
【表２】

この結果より、本発明の不織基布を用いたコンクリート板の補強方法が特に優れているこ
とがわかる。
【００５０】
実施例 ３
経糸として、本来約６ｍｍ幅の１２Ｋ炭素繊維（フィラメント１２０００本）を約２０ｍ
ｍに開繊処理した炭素繊維マルチフィラメント（扁平度３００）を使用し、約２０ｍｍの
糸幅を維持した状態で緯糸の上下に配置した。
緯糸には糸幅約６ｍｍの無撚り１２Ｋ(フィラメント数１２０００本)炭素繊維マルチフィ
ラメント（扁平度３７.５）を用い、約６ｍｍの糸幅を維持した状態で供給した。
基布のメッシュ構成は図８に示すような、緯糸を挟んで上下に経糸が積層され、上下の経
糸では構成繊維が約１／２ピッチずれるように配列され、上下各経糸のピッチが４ｃｍ、
緯糸のピッチが４ｃｍとなるように構成した。
メッシュを構成した後に、接着剤としてウレタン樹脂エマルジョン（大日本インキ(株)社
製；商品名「ＨＷ-９４０」）を含浸し、乾燥ロールで加熱乾燥させてメッシュ全体に樹
脂を含浸させメッシュ状の不織基布を作成した。
得られた不織基布は、経糸は糸幅２０ｍｍ、緯糸は６ｍｍを維持した状態であり、交点厚
さは０.２２ｍｍであった。
【００５１】
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実施例 ４
経糸は実施例３と同様に、本来約６ｍｍ幅の１２Ｋ炭素繊維（フィラメント１２０００本
）を約２０ｍｍに開繊処理した炭素繊維マルチフィラメント（扁平度３００）を使用し、
約２０ｍｍの糸幅を維持した状態で緯糸の上下に配置した。緯糸にも糸幅約２０ｍｍに開
繊処理した１２Ｋ炭素繊維フィラメント（フィラメント１２０００本；扁平度３００）を
使用し、経糸と同様に約２０ｍｍの糸幅を維持した状態で、供給した。
基布のメッシュ構成は実施例３と同様に、緯糸を挟んで上下に経糸が積層され、上下の経
糸では構成繊維が約１／２ピッチずれるように配列された、上下各経糸のピッチが４ｃｍ
、緯糸のピッチが４ｃｍとなるように構成した。
メッシュを構成した後に、接着剤としてウレタン樹脂エマルジョン（大日本インキ(株)社
製；商品名「ＨＷ-９４０」）を含浸し、乾燥ロールで加熱乾燥させてメッシュ全体に樹
脂を含浸させメッシュ状の不織基布を作成した。
得られた不織基布は、経糸、緯糸共に２０ｍｍの糸幅を保持した状態であり、交点厚さは
０.１５ｍｍであった。
【００５２】
実施例 ５
実施例３により得た不織基布を用い、実施例２と同様に、モルタル板の曲げ補強材として
片側表面の深さ約１～１.５ｍｍに埋設したモルタル板を作成した。ここで、不織基布は
、経糸がモルタル板の長手方向になるよう配置。
コンクリートの重量配合比を以下に示す。
普通ポルトランドセメント／パーライト＝ １／０．４
普通ポルトランドセメント／水 ＝ １／０.６
養生条件：７０℃、５時間の蒸気養生
得られたコンクリート板の大きさは
長さ×幅×高さ ＝ ３００×１５０×１５(ｍｍ)
であった。
この補強モルタル板の３点曲げ試験を行った結果、最大曲げ荷重は４００Ｎであった。
【００５３】
比較例 ４
比較例１により作製した不織基布を用いて、実施例５と同様に不織基布補強モルタル板を
作製した。この補強モルタル板の３点曲げ試験を行った結果、最大曲げ荷重は９５Ｎであ
った。下記に実施例３と比較例４の補強モルタル板の３点曲げ試験による最大曲げ荷重を
比較して表３に示す。
【００５４】
【表３】

この結果から、開繊された状態のマルチフィラメントを用いることで、繊維量が１／２で
あるにも関わらず、優れた補強効果を発現することがわかる。
【００５５】
【発明の効果】
本発明の不織基布は、同目付け量の従来の不織基布に較べて、厚さが均一で且つ小さくす
ることができ、またコンクリートまたはモルタルや樹脂等のマトリックスに埋め込んで基
材を補強した場合やシートまたはフィルムに積層した場合に、従来の不織基布よりも優れ
た補強効果を発揮する。更に本発明では少ない接着剤使用量でより強固に一体化しの不織
基布が得られるため、経済面だけでなく、不織基布自体も柔軟で使用に当たっての取り扱
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【図面の簡単な説明】
【図１】　従来補強材として使用されてきた織物の布構造の模式図。
（ａ）平面図、
（ｂ）緯糸に平行な断面図、
（ｃ）経糸に平行な断面図。
【図２】　図１の織物の断面拡大図。
【図３】　扁平な糸を用いた織物の１例を示す模式図。
（ａ）平面図、
（ｂ）緯糸に平行な断面図、
（ｃ）経糸に平行な断面図。
【図４】　扁平な糸を用いた織物の他の例を示す模式図。
（ａ）平面図、
（ｂ）緯糸に平行な断面図、
（ｃ）経糸に平行な断面図。
【図５】　一定間隔で配列した緯糸シート群の上下に甘撚りの経糸シート群を積層したメ
ッシュ状不織基布の構造を示す模式図（上下の経糸が重なる状態に配置された例）。
（ａ）平面図、
（ｂ）緯糸に平行な断面図、
（ｃ）経糸に平行な断面図。
【図６】　一定間隔で配列した緯糸シート群の上下に甘撚りの経糸シート群を積層したメ
ッシュ状不織基布の構造を示す模式図（上下の経糸が約１／２ピッチずれている例）。
（ａ）平面図、
（ｂ）緯糸に平行な断面図、
（ｃ）経糸に平行な断面図。
【図７】　本発明の不織基布の構造を示す模式図（上下の経糸が重なる状態に配置された
例）。
（ａ）平面図、
（ｂ）緯糸に平行な断面図、
（ｃ）経糸に平行な断面図。
【図８】　本発明の不織基布の構造を示す模式図（上下の経糸が約１／２ピッチずれてい
る例）。
（ａ）平面図、
（ｂ）緯糸に平行な断面図、
（ｃ）経糸に平行な断面図。
【図９】　本発明の不織基布を製造するの装置の配置図。
【符号の説明】
１,１'：経糸、
２：緯糸、
３：２本の糸を積層させ一体化した糸、
３',３''：無撚り且つ扁平糸、
４,４'：シート状に整経された経糸群、
５：一体化された経糸と緯糸からなる状積層糸、
６：巻き取られた不織基布、
７：クリールスタンド、
８：乾燥熱ロール
９：接着剤付着槽。
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